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国立大学法人山形大学超過勤務手当，休日手当及び夜勤手当支給細則

平成１６年４月１日

（総則）

第１条 国立大学法人山形大学職員給与規程（以下「給与規程」という。）第４７

条，第４８条，第４８条の２及び第４９条の規定による超過勤務手当，休日手当

及び夜勤手当の支給については，別に定める場合を除き，この細則の定めるとこ

ろによる。

（超過勤務手当の支給要件）

第２条 超過勤務手当は，国立大学法人山形大学職員の勤務時間，休日，休暇等に

関する規程（以下「勤務時間規程」という。）第７条の規定に基づき，所定の勤

務時間を超えて勤務することを命ぜられ，現に勤務した場合，その勤務した全時

間に対して支給する。ただし，出張，赴任等により旅行中の職員は，その旅行期

間中，所定の勤務時間を勤務したものとみなし，当該旅行目的地において所定の

勤務時間を超えて勤務すべきことを職員の所属する長があらかじめ指示して命じ

た場合において現に勤務し，かつその勤務時間につき明確に証明できるものにつ

いて支給する。

２ １日の勤務時間の始まる前の超過勤務は，その日の超過勤務として取り扱う。

ただし，前日から引き続き翌日にわたって勤務したときの超過勤務時間は，暦日

により区分して取り扱う。

（休日手当の支給要件）

第３条 休日手当は，勤務時間規程第７条の規定に基づき，休日勤務を命ぜられ，

現に勤務した場合，その勤務した全時間に対して支給する。ただし，出張等によ

り旅行中の職員に対しては，当該旅行目的地において休日に勤務すべきことを職

員の所属する長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し，その勤務

時間につき明確に証明できるものについて支給する。

（日曜日及びこれに相当する日）

第３条の２ 給与規程第４８条の２に規定する日曜日及びこれに相当する日は次の

各号に掲げる職員の区分に応じ，当該各号に定める日とする。

(1) 次号に掲げる者以外のもの

ア 日曜日

イ 勤務時間規程第１１条に規定する休日の振替（勤務時間を割り振られた日

が日曜日であるものに限る。）により所定休日に振り替えられた日

(2) 勤務時間規程第１４条及び第１５条に規定する変形労働時間制適用者

ア 当該月における日曜日の日数が４である場合 当該月における最初の所定

休日から，当該所定休日から数えて４番目の所定休日までの間の所定休日

イ 当該月における日曜日の日数が５である場合 当該月における最初の所定

休日から，当該所定休日から数えて５番目の所定休日までの間の所定休日

（支給額）

第４条 超過勤務手当は，給与規程第８条第１項の規定に基づき算出された勤務１
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時間当たりの給与額に１００分の１２５（その勤務が午後１０時から翌日の午前

５時までの間の場合は１００分の１５０）を乗じて得た額に超過勤務時間数を乗

じて算出した額を支給する。

２ 休日手当は，給与規程第８条第１項の規定に基づき算出された勤務１時間当た

りの給与額に１００分の１３５（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時まで

の間の場合は１００分の１６０）を乗じて得た額に休日勤務時間数を乗じて算出

した額を支給する。

３ 超過勤務及び休日勤務（日曜日及びこれに相当する日の勤務を除く。）を命じ

られた時間が１箇月について６０時間を超えた場合は，給与規程第８条第１項の

規定に基づき算出された勤務１時間当たりの給与額に１００分の１５０（その勤

務が午後１０時から翌日の午前５時までの間の場合は１００分の１７５）を乗じ

て得た額にその６０時間を超えた超過勤務時間数又は休日勤務時間数を乗じて算

出した額を支給する。

４ 勤務時間規程第７条の２第１項に規定する超勤代休時間を指定された場合にお

いて，当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは，前項に規定する６０時

間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務

手当又は休日手当の支給に係る時間に対しては，当該時間１時間につき，給与規

程第８条第１項の規定に基づき算出された勤務１時間当たりの給与額に１００分

の１５０（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間の場合は１００分

の１７５）からそれぞれ第１項又は第２項に規定する割合を減じた割合を乗じて

得た額の超過勤務手当又は休日手当を支給することを要しない。

５ 休日に勤務を命じた場合において，勤務時間規程第１１条の規定に基づく代休

を与えたときの休日手当は，第２項の規定中，１００分の１３５とあるのは１０

０分の３５と，１００分の１６０とあるのは１００分の６０と読み替え算出する

ものとする。この場合において，超過勤務及び休日勤務（日曜日及びこれに相当

する日の勤務を除く。）を命じられた時間が１箇月について６０時間を超えた場

合は，第３項の規定中，１００分の１５０とあるのは１００分の５０と，１００

分の１７５とあるのは１００分の７５と読み替え算出するものとする。

６ 夜勤手当は，給与規程第８条第１項の規定に基づき算出された勤務１時間当た

りの給与額に１００分の２５を乗じて得た額に夜間勤務時間数を乗じて算出した

額を支給する。

７ 前６項の超過勤務時間数，休日勤務時間数及び夜間勤務時間数は，一の給与期

間の全時間数（支給割合を異にする部分があるときは，その異にする部分ごとに

各別に計算した時間数）により計算する。ただし，一の給与期間における１時間

未満の端数３０分以上のときは１時間とし，３０分未満のときは切り捨てる。

８ 第１項から第６項までの規定により，勤務１時間につき支給する超過勤務手当

又は休日手当若しくは夜勤手当の額を算定する場合に，当該額に，５０銭未満の

端数を生じたときはこれを切り捨て，５０銭以上１円未満の端数を生じたときは

これを１円に切り上げるものとする。

（超過勤務等命令簿又は出退勤記録・超過勤務等命令簿の作成）
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第５条 学長又はその委任を受けた者は，超過勤務等命令簿又は出退勤記録・超過

勤務等命令簿を作成し，職員に超過勤務，休日勤務，超勤代休時間の勤務及び夜

間勤務を命じた場合は，その都度勤務時間管理員にその年月日，職員の氏名並び

に超過勤務，休日勤務，超勤代休時間の勤務又は夜間勤務の区分別及びそれぞれ

の手当の支給割合別の時間数を記入させた上，自ら押印するものとする。

２ 勤務時間管理員は，勤務時間報告書に超過勤務，休日勤務，超勤代休時間の勤

務及び夜間勤務の時間を記入するに当たっては，超過勤務等命令簿又は出退勤記

録・超過勤務等命令簿に基づいて行わなければならない。

（支給時期）

第６条 超過勤務手当，休日手当及び夜勤手当は，原則として一の給与期間の分を

翌月の基本給の支給定日に支給する。

（支給の除外）

第７条 超過勤務手当及び休日手当は，給与規程第２２条第３項に定める管理職手

当の支給を受ける職員及び指定職基本給表の適用を受ける職員には支給しない。

（夜勤手当の取扱い）

第８条 夜勤手当は，休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

２ 夜勤手当は正規の勤務時間として勤務した場合に限り支給し，正規の勤務時間

を超える勤務として午後１０時から午前５時までの間に勤務した場合には，その

勤務に対しては，夜勤手当を支給せず，超過勤務手当を支給する。

（その他）

第９条 この細則の実施に関し必要な事項は，学長が定める。

附 則

この細則は，平成１６年４月１日から施行する。

附 則

この細則は，平成１７年４月１日から施行する。

附 則

この細則は，平成２０年４月１日から施行する。

附 則

この細則は，平成２２年４月１日から施行する。


